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」圃』 • 
年頭に際 して

皆様新年おめでとうございます。今年が皆様

にとってますますよき年でありますようにお祈り

いたします。

さてわがスウェーデン社会研究所も創立以来早

くも 8年自の新年を迎えることになりました。幸

い今日まで大過なく進んでくることが出来ました

のは一重に皆様の御声援御協力によるところでF

衷心より感謝に堪えぬ次第であります。

しかし顧みますに創立当時のわれわれの抱負と

較べますと成果において甚だ足りぬものを感ずる

のであります。これは専らわれわれの不敏による

ところで誠に漸慨に堪えません。新年に当り心を

新たにして大いに所期の活動を展開し、皆様の御

期待に添い度いと考えております。何卒倍旧の御

後援を給わりますよう御願い申し上げます。

上述の通りわれわれとしましてはまだ足りない

足りないという焦燥の気持ちを抑え得ないのであ

りますけれども、過ぎ去った(1973年〉を顧みて

みますと、記憶に残るいろいろのことがありまし

た。第一は研究所の姉妹組織として 3年おくれて

成立しました日瑞基金が 1月早々に社団法人とし

ての認可を得、社会的に一人前の組織として歩み

出したことが挙げられましょう。基金は差当り事

務所を研究所内におき日常事務は研究所において

取り扱いますので、二つの組織は実際上一体的に

運営されております。御承知の通り基金は当初ス

ウェーデン側にも創立される瑞日基金と呼応して

両国から研究員を派遣し合うことを主目的とした

ものでありました。ところがスウェーデ、ン側の基

所長西 村光 夫
President Prof. Teruo Nishimura 

金は更に幅を拡げて調査開発等の仕事もすること

になり、名称も Sweden-]apan， Foundation 

for Research and Devt!opmentとなりました

のでこちらが研究所と一体的運営をすることはむ

しろ便利な関係になりました。先方は官民学の三

者合同で成立していますから、今後ともスウェー

デンの対日知識情報集収の関係上の重要なパイプ

となりますので、当方としてもこの一体的関係を

持続させ発展させてゆくことが便宜でもあり必要

でもあろうかと考えております。

研究所としましては当初以来の仕事である専門

家達による研究委員会、スウェーデン語講習会、

ブレティン及び研究叢書の発行等の活動は昨年を

通じ無事継続されましたが、その他に来日された

多くのスウェーデンの名士、専門家が研究所に来

訪され、その方達のお話を聴く会やシンポジュー

ムの開催があり、両国の知識交流と親睦の積み重

ねに資することができました。その中で特に 6月

ストックホ〉レム工科大学のローンピイ教授が「最
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近の科学技術と近代社会」と題して廃棄物処理や

都市火災等に関する講演をして下ったこと、 11月

ベルティーノレ殿下が団長としてスウェーデンの産

業代表者を率いて来日されたのを機会に大使館主

催、日経新聞およびスウェーデン社会研究所なら

びに日瑞基金後援で麻布のスウェーデンセンター

において「福祉国家における産業の役割と責任」

という題目でディスカッシヨンが行われた際思い

の外に多数の参会者があってイベロ ート産業連盟

会長以下に大変喜んで、頂いたことなど鮮明な記憶

として残っています。

一昨年研究所が主催したスウェーデン視察団の

人々による研究論文集(仮題「豊かであることの

条件_j)が昨年中に出版さるべくして本年に持ち

越されたことは残念でありますが、研究所の丸尾、

高須、内藤、松本氏等によるストックホノレム大学

国際問題研究所との共同研究による「日瑞の経済

成長と福祉に関する比較研究」の作業がほぼ完成

に至ったことはまことに悦ばしいことであ ります。

さらに10月日本クラブで高須、丸尾、菊地の 3氏

が帰朝報告をされたのも大変興味深いものであり

ました。 6月には研究所の小野寺夫妻が共訳で、岩

波文庫から出版されたエレン・ケイ女史の名著

「恋愛と結婚」の出版記念祝賀会が国際文化会館

で催されましたがこれは御夫妻だけでなくわれわ

れ一聞の喜びでありました。

以上の外に想い出すと去年1カ年だけでも実に

いろいろ記すべきことがありましたが、われわれ

としてはまだまだ為すべくして出来なかったこと

が沢山あったような気がします。それらはすべて

懸って本年以後の課題になるわけです。

石油危機といわれる災厄が今や日本経済の上に

重苦しくのしかかってきました。年頭の御挨拶を

したときにへクシャ一大使は日本の科学者と勤勉

な人々は必ず遠からずしてこの困難を克服するだ

ろうといって激励して下さいましたがさて今年は

どのような年となるでありましょうか。この事態

はわれわれにも間接的な影響なしとしないであり

ましょう。われわれとしては与えられた課題を果

すために一層の決意と努力を要するものと考えて

おります。皆様に重ねて倍旧の御後援を御願い申

します。

スウーデン1973年総選挙報告 (2)
The Report of '73 General Election in sweden (2) 

(4) Decentralization 

一現代社会政策の基本線一

73年総選挙の郵便投票をも織込んだ最終結果が

新聞に出たのは 9月22日であったが、翌23日の

常務理事高 須 裕

Managing Director， Prof. Yuzo Takasu 

• Svenska Dagebladet は、今回の総選挙を概評

tralizationのキャッチ・フレーズが大衆の心を把

えたこと、大衆は福祉国家の官僚主義に対しては

批判的になっており、 Decentralizationの方向を

模索していたこと、それがとくに都市人口と婦人

層とに相対的に強く見られたこと、などが挙げら

れると述べていた。

• して、 60年代からの傾向として、保守三派の引続

き漸増、社民党は変動激しく、都会地域で退潮、

また若年層の支持が減少の傾向にある。地方では

保守三派の進出が大きかったと述べた。(図 1参

照〉

いまひとつ73年総選挙での特徴は、婦人議員の

進出で、総議員に対する婦人議員の比率は従来の

すよりすに増加した。 この傾向はとくに中央党の

議員の中で著しく、そこでの婦人議員の比率は従

来の12.7%から24.4%へと躍進した。そこで結論

として、保守陣営の好成績の最大原因は、 Decen-
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デセントラリゼーションすなわち「都市化・中

央化」への動きの反対方向に社会構造も変え、歴

史の舞台をも旋回させようとする政策路線は、今

日の社会政策の基本線をなすもので、それは70年

代先進諸国に共通の必要性である。

一般的にいって、こんにちの悪性インフレも、

公害も、住宅難も、交通地獄も、そして人間性疎

外もその根源は人口の都市密集化にある。たとえ

ば物価高についてみても、物価騰貴の中心は野菜

の値上りであれそれは都市ではみづからは生産

しないことを当然と考えている消費人口が過剰に



図1 60年代以降、社会民主党対保守3党入票率の推移

入票率=(得票率)x (全有権者投票率)

% 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 

1962 1964 

密集しているので、需給の関係から推しでもその

値上りは当然の成り行きであろう。しかもこのイ

ンフレがひどくなると、老齢年金だの児童手当だ

のという施策もその効果は甚だしく減殺されてし

まう 。そういう対症療法的な社会政策を「現象的

社会政策」と称するならば、 70年代に要請される

最も根本的な政策は、病状の根源にメスを入れて

体質改造を企図する「本質的社会政策」なのであ

り、それは都市密集化というガン細胞手術にも相

当すべき「デセントラリゼーション」となるわけ

である。

1966 

スウェーデンの場合、その経済地理的根拠によ

って(石炭産出ゼロ、発電用水力豊富〉その近代

工業化に際して、相対的に都市密集化の程度が著

しく低いという(現代にとっての〉長所があった。

けれどもこの国は、第二次大戦後の知識・情報優

位の産業段階で都市密集化を促進する結果となっ

た。

そこで 60年代から社民党およびその政府は、

地方分散化政策を部分的に実施してきた。たとえ

ば前記のような都市密集化の原因に対応するもの

として、地方への大学町作り、ことに北辺の過疎

地代表としてのウメオへの大学都市建設、またス

トックホノレムからの官庁疎開(ストックホノレムに

残留の必要度の相対的に低い官庁建物を地方都市

に疎開させ、その計画が完全実施されれば首都在

住の公務員の士は地方に移ることとなるはず〉な

どを実行に移してきた。更に特筆すべきは勤労者

民社党

1968 1970 1973 

用田舎別荘の所有の普及策で、余暇を自然のよい

環境の中で過ごさせ、野菜などはなるべく自作さ

せる効果も期待し、そのうえその勤労者の身内の

老人や子供などがその田舎に定着してくれればそ

れだけ都会人口の疎開に貢献することとなるとい

う一石数烏の目玉商品ともいうべきものである

(日本もそれを組織的規模で実施すべきであろう〉。

以上の社民党政府の施策は、客観的に見て相当

の評価に値するものと思われるが(ストックホノレ

ムCommuneの住民数は、前年に比し、 1970年で

約 7，500人減、 71年で16，537人減、 72年で26，071

人減、 73年で約25，000人減少見込、と疎開政策の

効果も少なくない。〕、図 1に見られるように社民

党の人気が不安定であるのは、社民党の行き方は、

地理的には地方分散の方向でも、その企画、実行

に際しては中央集権的性格の濃厚さが庶民の気に

さわるからであろう。さらにその内側には工業優

先、大企業優先、中央政府優先の態勢がちらつく

のが若い世代の反ぱつを買うらしい。

これに対して73年選挙においてそのスローガン

を「デセントラリゼーションJ に集中した中央党

の主張は、地理的にも地方分散、機能的にも地域

分散を強調した。すなわち中央政府から地方自治

体へ、国会から州議会へとできる限り権限を委譲

して、 「近代」の中央集権国家を止揚してそれを

「現代」向きに改造しようとするのである。それ

は大企業の大規模経営に対抗して、新時代におけ

る中小企業の新しい役割を重視し、また農林漁業

3 



の重要性を再評価するものであった。これは中央

党がもと農業者党であった体質と関連するのはも

ちろんである。

(5) 中央党の綱領

中央党がとくにデセントラリゼーションを掲げ

だしたのは、前回総選挙のあった1970年からであ

る。この年の 3月5、6日に Goteborgで聞かれた

党の全国大会で採択された党綱領は、 Jamlikhet

och trygghet i ett decentraliserat samhalle 

(Equality and Security in a decentralized 

society)と題され、まず冒頭に基本原理が述べら

れている。それは42項より成るが、 )1買を追って見

ていこう。

1 ) すべての人の平等な価値と権利とが、中央

党の政策の基礎である。

2) われわれの国民的および国際的努力の第ー

の目的は、すべての分野に平等を実現すること

でなければならない。中央党にとって、圏内の

政治活動でも国際活動でも、そこで注意される

べき焦点が人間であるべきことは自明である。

人の生活が相互理解と保障の中で営まれ、人聞

の品位が尊重され、自由と平和とが支配するよ

うな世界を建設しようとわれわれは願う。

3) これらの努力が結実するための決定的な要

因は、社会生活と産業生活とにおけるすべての

技術と労働とが人間の必要と能力とに適応するよ

うな環境作りの要請に従うべきことである。

4) そういう目的は「地方分散イん社会におい

てのみ実現されうると中央党は考える。

な

5) 比町会的にいえば、地球はますます縮少しつ

つあり、このことが異る文化・宗教および社会

的背景をもっ外国の人びとと相共に生活する能

力をわれわれに要求する。これは相異る生命の

哲学の遭遇とその相互の衝突とを意味する。そ

の際、それぞれの水準は異るかもしれないが、

相互に対する個人的責任という共通の基礎をも

っているにちがいない。生命に関するキリスト

教哲学とヒューマニズムとは、人間の尊厳につ

いての一つの見解を示すものであるが、それは

われわれの社会における不可欠の無形財産であ

る。中央党はこの社会倫理的基礎をあくまでも

護る。

?な

4 

6) すべての社会的労働は、思想および信仰の

個人的自由、言論および結社の自由に基くもの

でなければならず、また各人に自己の存在形成

のための機会を与える方向に沿ったものでなけ

ればならない。すべての人は、教育・労働・居

住・所得保障・社会福祉・生命財産の保護の権

利その他法定の諸権利をもたねばならない。個

人の諸自由と諸権利とは、他人の同じ自由と権

利への配慮と関連してのみ制限されうる。

7) 中央党の見解によれば、進歩のための主要

な推進カは、イニシアティブをとり、行動し、

責任を負い、協力し、連帯性を示そうとする個

人の意欲である。社会は、福祉・保障および平

等を得るための市民共有の設備である。

8) われわれは、社会を通して、十分な保障を

(すべての人に同様に〉保証しなければならな

い。また個人的創意や労働のための条件を創造

し、労働・余暇・諸活動に関して選択する自由

と機会とを与えなければならないし、また個人

が将来の保障に関して配慮するように仕向けな

ければならない。

9) 家庭と家族とは、個人にとっても社会にと

つでも中心的重要さをもっ。連帯性は、個人が

自己の人格を伸展させ、社会における彼の役割

を発揮するための機会を増大させる。

女

10) 自由な世論形成と、すべての市民が政治の

決定に影響力を行使する機会とは保証されなけ

ればならない。われわれはつねに大衆向けの政

治を護り、民主主義を伸張するような態勢にあ

らねばならない。現代の社会では、権力の集中

や官僚主義や技術主義に反対して、市民の活動

や影響力が存在の場を与えられるようにするこ

とがとくに重要である。また個々の市民が行政

的不当に対する保障を保証されることが大切で

ある。

11) i地方分散化_j (デセントラリゼーション〕

の概念は、政、治的事象に関する諸決定は関係者

の個人にできるだけ近い立場においてなされる

べきこと、またその社会の政治は市民の積極的

参加に基いてなされるべきことを意味する。中

央党は地方公共団体の自治と民主主義との進展

を願う。政治上の決定の権利は、できるだけ多

く、市町村や州における自治団体の上に委譲さ

れるべきである。



〔第12項以下省略〉

以上にやや長々と中央党の綱領を述べたのは、

これによって中央党の性格、ことに73年選挙で社

民党を土俵際にまで追いつめた力の基本線の性格

を探るためであった。そして読者は、社民党対中

央党の対l時が、 「社会主義か保守主義か」という

ような古い把握の仕方ではもはや理解できるもの

ではなく、それに70年代特有のムードの前向きの

理解を必要とすることを感得されることであろう 。

(続く〉

スウェーヂンのエネルギー問題(続)

Energis problem i Sverige 

-民

.. 
スウェーデンでは10数年前から今日のエネルギ

ー危機について論ぜられている占

1955年、石油はスウェーデンの全エネノレギイ消

費の46%をカパーしていたのが、 1965年には65%

になり、現在70%に増加している。しかも主要産油

国の政情はいつも危険な情態に置かれている。ま

た量的に見ると石油と石炭の輸入は、 1966年の統

計によるとすでに量的に総量の約すを占めている D

これらの事実はスウェーデンのエネノレギ一政策上

重大な問題であったのだ。そこでスウェーデンは

石油の輸入先を中東以外に求めるとともに自給率

を高めるために懸命の努力をつづけている。原子

力電源開発に熱心なのも、その一つの現われであ

る。

スウェーデンの石油の輸入量は原油換算で、 19

70年約1， 200万トンであったのが、 5年後の1975

年には1， 900万トンに増加する見込であった。こ

の700万屯の急増はスウェーデンの石油輸入政策

は、製品輸入から消費地精製に変ったためである。

面白いことに石炭の方はこれとは反対に、製品輸

入政策に変り、同じ期間に原炭輸入が 100万トン

から60万トンに減じ、コークスが 120万トンから

190万トンに増加して合計 250万トンになる見込

である。これは輸送量の節減が産炭地の政情安定

によって可能になったためである。

石油と石炭の需給の推移および輸入元は第7、

8表のとおりで、以上述べた政策が現われている。

第9表は石油輸入元をパーセンテージで示した

ものである。

• 

顧問 小 野 寺
Makoto Onodera 

1960-1975の期間における液体燃料の需給バランス
(単位1000m') 

第 7表
1960 1965 1968 1970 1975 

〈予想)
重油
生産
輸入
輸出
消費発電用

工業用
暖房用
海運用

その他

軽油および灯油
生産
輸入
輸出
消費工業

暖房用
その他

tlゾちン
生産 522 814 1，989 2，114 4，200 

輸入 2，104 3，289 3，452 3，506 3，310 
輸出 12 177 702 750 1，000 
消費工業 92 115 105 130 160 

その他 2，522 3，811 4，634 4，740 6，350 
出所 SCBおよび景気研究所
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第 9表 1972年の石油石炭の輸入元区分

(単位百万クローネ〉

EFTA含(ア〉イス
ランドをむ 1， 159 ソ 連 441.2 
E E C 776 英 705 
デンマーク 301 西 独 175 
フィンランド 3 オーストリー 。
ノノレウェー 386 ポーランド 127 
ベノレギイ

237 そ の 他1， 802 ノレクセンブノレグ
フランス 50 言十 4，193 
イタリー 102 
オランダ 209 
ス イ ス 。

出所中央統計局年鑑1972

表の中の「その他の分」は約40%、この中にナ

イジエリアの分10%が入っている。従って中東仕

入分が30%ということになるが、ソ連、ノレーマニ

アを除き原油を中東から引くものがあるから、メ

ージャーの手を経るものもみて原産地の分散には

ならない。

とにかくスウェーデンは中東石油に対しては頗

る用心深い。ギブ・エント・テークの原則が固く

守られていることが、その一面を如実に物語って

いる。L.M. Ericsson， Astra， Electrolux等多

くのスウェーデン企業は、本部をベイルートに置

いて、中東市場の商売をカパーしている。この市

場はスウェーデン企業にとっては緩めて重要であ

る。また、スウェーデンの商品と技術は市場によ

っても不可欠なものになっている。この事実はオ

ーダーの莫大な金額に現われる。 例えば L.M.

Ericssonの如きは、今年サウジアラビアから1，7 

00万ドノレの、 リパノンから 750万ドノレの注文を受

けている。なお L.M. EricssonはエジプトにL.

M. Ericsson工場を建て、今年分の注文は800万ド

ルに達する。

イランには 1K 0， Bolinder-Munktell， S K 

F， STAB、SEUTAB等の子会社が活動し

ている。またスウェーデンとイランとの合弁会社

Irano-Swedish Compagny (従業員180名〉は

スウェーデンの大手輸出商を代表し、売上は1971

年には 4，200万クローネに達している。その他多

くのコンサノレタント会社が、現地側のよい相

談相手になって活動しているのが目につく。

Vattenbygnadbyro AB， Hugo TheoreJls 

Ingenjorsbyro， Berman & Co等が協同して、

Sweo BAB， Viak AB等設立して活動している。

1972年のスウェーデンの対中東貿易ノξランスは、

6 

次のとおりである。

国)3IJエジリパリビイライライスラサウジ シリ
プトノンア ン ク エノレ アラビアア

輸出 63 52 44 137 102 164 43 22 

輸入 12 13 3 61 82 85 26 1. 5 

スウェーデンの石油の全輸入量の10%を、メー

ジヤの手をとおして、ナイジエリアから引いてい

る。この地の石油資源開発は極めて有望である。

スウェーデンは現地当局と双務協定を結んでよい

ノξートナーになるように努力している。だがスウ

ェーデンの先方へ提供するものは、資金面に難点

がある。技術および機械の提供の方を希望してい

る。

ソ連はスウェーデンにとって大切な石油供給者

である。かつては全輸入量の約20%をソ連から引

いたこともあるが、今は10%の線で低迷している。

ソ連は天然ガスを売りたがっている。これはパイ

ピング技術に未解決の問題があり、またスウェー

デンはソ連の供給力を疑っている。

というのは、現在ソ連で、は全エネルギー需要の

わずかに38%を石油でカパーしているが、やがて

1975年頃となるとをに達し、かたがた東欧諸国の

消費の80乃至85%を引受けねばならない事情もあ

るので、シベリア開発が成功するまでは、ソ連の

供給もあまり当てにはならないというのだ。

スウェーデンはノノレウェー海域の石油資源に期

待をかけている。しかし現在の生産高は原油 150

万トン、その他天然ガスも若干あるがパイピング

の点で問題のあるのは、ソ連の場合と同様である。

スウェーデンは数年来ノ勺レト海における石油資

源の探鉱を行っている。ただ有望だというだけで

現物を見るまでにはなお数年を要するであろう。

スウェーデンは英本国周辺海域の石油探鉱にも資

本参加している。

l石油危機と貯備l
スウェーデンには第二次大戦以来、戦時または

経済封鎖を受けた場合、重要物資の需給を保障す

るため、経済防衛の組織がある。この業務を掌ど

るのは商務省所管の経済防衛庁である。

経済防衛庁は直轄の石油貯備を持つ外、圏内の

あらゆる石油の大口取扱者または消費者に法令を

以て石油の貯備を義務づけている。この義務は国

防軍その他の政府機関もしくは自治体とUえど免

かれることが出来ない。



石油の非常時貯備を統制する機関は、従来「非

常貯備原油」の名で呼ばれていたが、 1973年夏こ

の疑J惑の多い呼名をすて、コントロール・ステー

ションと呼ぶようになった。これは1970年乃至76

年の石油貯備プログラムによったものである。

最近このステーションの仕事が新たに一つふえ

た。それはOECDの90日分の貯備勧告に由来す

るものである。スウェーデンが喜んでこの勧告を

受け入れている。

油の貯備増加は、社会的に望ましいことだが、

あまり経済的負担増にならないような考慮が必要

である。そこでスウェーデンは原油貯備の方式を

とることになった。これは消費の弾力性の点から

見ても有利である。因みにスウェーデンの規模で

は精製品貯備は原油貯備よりも、 6，500万クロー

ネ高くつくとのことである。とにかく OECD勧

告によってスウェーデン当局は 150万d、金額で

2億 7，000万クローネの貯備増を手配した。

そしてその経費は特別石油類貯備課徴金の制度

を新設して賄うことになった。これは国税庁から

エネルギー税の増税分として徴収される。これに

よる消費者の直接負担は 3年間、ガソリン 1リッ

ターにつき 1エーレ、動力および燃料泊 1dにつ

き2クローネになる。

なお貯備に熱心なスウェーデンはこのOECD

勧告を最少限量と見、少くともこれを倍加するこ

とを考えていた。

スウェーデンの場合、ガソリンの消費者価格は

税の外備蓄課徴金の影響を受ける。 1970年、ガソ

リン 1立につき税68エーレ、備蓄課徴金97エーレ

であったが、原油の値下りで、石油危機直前には

課徴金が 1立 1エーレに下り、税は70エーレに引

上げられた。

動力および燃料泊の方は、同じく危機直前 1d

について税25クローネ、課徴金5エーレ、これは

70年から変っていない。

今回の原油値上げによって、課徴金がどう変る

かスウェーデンにとってインフレに連なる大問題

であろう。

|圏内化石燃資源の開発|

ここ数年来石油資源の危機が叫ばれるようにな

ってから、アメリカに刺激されて、スウェーデン

においても石炭の利用が脚光を浴びるようになっ

た。

この道の専門家で Atomenergi社の鉱山技師

Sten Linder氏は、これについて次のように述べ

ている。

新しい石炭利用法は、硫黄や煙の多い固形石炭

を利用するのではない。昔からある石炭から都市

ガスを抽出する方法を進歩させたのが、そのアイ

デアである。

これは非常な高温を利用する。石炭を 1，000'C

まで加熱する。水に導入する。そして炭素で還元

される。温度が十分であると、反応が長く続継し

て、水素の外に二酸化炭素から分離して一酸化炭

素を採ることも出来る。望みとあらば、水素から

直接エネノレギイを採ることも出来る。その他これ

と同じプロセスで、水素と炭素を反応させてメタ

ンガスを作ることも出来る (2H2+C→CH心。

これと同じようなプロセスを経ると、石炭の中

の硫黄分が、硫化水素になって逃げ去る。これは

燃焼の際に煙を伴う亜硫酸ガスよりも、遥かに取

扱いが簡単である。メタンガスは硫黄分を含まな

い燃料である。

最近スウェーデンには莫大な頁岩の埋蔵資源が

あることが判明した。世界最大のウランの鉱区と

いわれる Bi1lingenもその一つである。Billingen

の頁岩は石油と石炭を含んでいる。ウランと同時

に石油と石炭の採取が出来るので、採算上極めて

有望である。その他 Atomenergi社の工場の所

在地 Ranstadの周辺にも石油が埋蔵されている。

恐らくこれも同社が石油の代りに使用することに

なるであろう。

ASEA-ATOM社はすでに新しい技術で、ウ

ラン燃料の製造を開始している。製造力は年間

250tono Oskarhamn Lへの納入は終った。これ

は90ton、目下Ringhalsへの納品分100tonを準備

中で、将来輸出する計画を持っている。 ASEA-

ATOM社の新技術は、 スウェーデン人の天才で

あると、技術雑誌は大げさに宣伝している。

以上を要約すると数年前からエネルギイ危機に

備え、スウェーデンの鉱物性燃料政策に国内資源

活用への努力が打出されていたということになる。

むすび

スワェーデンはヨーロッパで、はエネノレギイ特に

電気の消費率の最も高い国である。最近家庭の電

化が急速に進み、今では台所にもガスレンジが見

られなくなった。ところが、このように豊富に使
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われている電力も輸入燃料を使う火力発電による

ものが多くなり、水力電気の豊かなことは、すで

に過去の物語りになっている。

スウェーデンは原子力発電に熱心である。しか

し原子力が火力にとって代るのは、 20年の先のこ

とである。従って中東戦争に伴うエネノレギイ危機

に直面している点では、日本の場合と五十歩百歩、

唯々一つ大きな違いがある。それはスワェーデン

には組織的備えがあることだ。

この備えは貯備だけでなく、切符配給や代用品

を含めた、詳細適確な需給計画を持っている筈だ。

非常のための重要物資の貯備は、第一次世界大

戦における苦しい体験から来たもので、第二次大

戦以来承けつがれている伝統的な経済政策であ

る。大戦勃発直後、 1939年10月12日例のノーベノレ

賞授与式で有名なストックホノレム音楽堂で行った

Per Albin Hansson首相の演説は非常時に対処

するために、精神 Candlig)、軍事 Cmilitar)

経済 Cekonomisk)の三要素をあげ、特に経済要

素として主要物資の需給準備に詳しく触れたもの

であったが、就中スウェーデンの経済生活にとっ

て泣きどころである石炭および石油については貯

蔵量を数字をもってあげている。

この稿を終ったとき外信は、スウェーデン政府

が1月8日から電力の供給を20%削減し、 2月 1

日から取りあえず 7週間、 1車 1ヶ月分 106リッ

ターとしてガソリンの配給制を実施する旨報じた。

理性的でかつ組織的あるスウェーデンの今後のや

り方が見ものである。

参考文献

Per Albin Hansson Svensk Hollning och 
Handling 
Svensk Ekomi 1971-1975 SOU 
Export och import 1971-1975 SOU 
Vekans Affarer 1973. Nr36-37 
IV A Framsteg irom forskning och Teknik 
1971-72 
SOU 1969:31 Olja i beredskap 
NY TEKNIK 
通産省 日本の石油問題

その他

同日[紹耐 J.W.エームス著

内 藤 英 憲 訳

「スウェーデンの協同組合

一今日と明日の運動路線-J
家の光協会刊 CA5判 298ページ 1，600円〕

〔書評〉 常務理事高 須 裕

本書はJ.W. Ames， Without Boundaries， 

Co-operative Sweden， today and 

tomorrow， 1971.の全訳である。

著者エームスは、 多年スウェーデン協同組

合運動の研究者でもあり、 またその普及者で

もあり、 1952年には Co-operativeSweden 

Todayを著わし、 56年にはその増補版を出し

た。(この旧著は嶋田啓一郎教授によって「ス

ウェーデンの協同組合運動」家の光協会刊、

としてさきに訳出された。〉

しかるにその後、 スワェーデン協同組合運

動はさらに急展開を遂げ、 ドームス、 オブス、

地方配送センターなどの新しい流通機構の諸

問題が出現したのみならず、 60年代後半から

はとくに物価上昇、 また食品公害をも抑止す

べき大きな使命と課題とに協同組合は直面せ

ぎるをえなくなった。

そういう新しい段階で彼が経験した協同組

合運営の知恵と、 また協同組合統合のための

8 

ラテン・アメリカ協同組合技術研究所の理事

としてプエノレト・リ4 コに在って開発途上国向

けの方策を体験したこととを基礎として、 70 

年代における園内的・国際的視点に基いて新

たに書上げたのが本書である。すなわち本書

は、彼の前著に比して、時間的にも空間的に

も、質的にも量的にも、 更新されたものとな

っている。

またこの書は、 写真などのイラストを豊富

に揮入して親しみ易い体裁をとる一方、 その

内容は単なる表面的概説書ではなく、科学的

.分析的な専門的研究書である。

さらに以上の本文に加えて、 「訳著あとが

き」に記されている内藤教授の解説文は、教

授が多年この方面の理論と実際との専門家で

あるためでもあろうが、読者にとって実に

「たよりにできるJ 感じを与えてくれる。そ

の解説文は、第一段でまずスウェーデンの市

民生活水準を、 統計数字を入れて的確にデッ



サンしている。 1人当たり所得水準の高さ、

著るしい所得の平準化、 課税政策と社会保障

給付、エンゲル係数、単位人口当たりの耐久

消費財普及率、 食品消費量などが説明されて

消費組合運動が対処すべき客体がまず解析さ

れる。つぎに第二段において、スウェーデン

の流通革命そのものについて、 わが国のそれ

と対比されつつ、簡明な解説が加えられてい

る。 わが国の独立小1吉舗の大量の温存に対し、

スウェーデンにおけるその急激な減少ぶりが

示され、 両国それぞれにおける理由が協同組

合活動との関連において究明されている。

そしてこの訳者解説は、 「今日、インフレ

問題、公害問題、住宅問題など協同組合運動

がその解決の一方向と目されている問題は甚

だ多い。 その意味からいって、われわれが本

書から学びうるものは、 いうまでもなく多大

であろう。 しかしながら、著者も指摘してい

るように、 スウェーデン協同組合運動を、そ

のままコピーするというのでは意味がない。

-一・われわれは、 学ぶにしてもその長をとり、

短を捨て、 むしろ先見性をもって自ら新しい

ものを築いていかねばならない……」 と結論

されるが、 まさにその通りである。

とりわけ、今日のわが国に見られる世紀末

的な値上げや隠匿の克服策の基本線は、 「近

代」のバラパラな個人主義を超克する「現

代」の「協同体」作り ( i 1人は万人のため

に、万人は 1人のために.J)の方向に布かれ

るべきは、 多くの識者に異論のない所であろ

う。 その際、日本の産業社会特有の形として

訳者解説にもあるように、 多数の小売業者の

問題に逢着する。 このジレンマをいかに乗り

越えるかに日本のインフレ対策はかかってい

るものと思われる。

私は、 わが国の政治家も学者もジャーナリ

ストも、その専攻いかんを問わず、 まずこの

書を読み、それを基として日本の特殊課題に

ついて考え、発言すべきと思う。

訳文は堅実端正で、 少しのごまかしもなく、

行聞に信頼感を感得させる風格のものである。

京都大学助手工学博士

スウェーデン留学

研究員からの便り

拝啓 スウェーデンでの生活も早や9ヶ月とな

りました。 8月、 9月と銀行強盗、国王の死去、

総選挙と事件の少ない静かな国には珍らしく大事

件があいつぎましたがその後は又もとの落着をと

りもどして美しい銀世界の冬を迎えるかにみえま

した。しかし、アラブとイスラエノレの戦争につづ、く

例の石油危機がその太平の眠りを打ちゃぶり、例

年になく厳しい冬を迎えて人々の話題もテレビも

新聞もこの事で持ちきりです。すでに室内温度は

22-23.Cから18-20.Cに下げられ 1月からは車の

ガソリンの販売制限や電気代の値上げが実施され、

給湯制限も所によっては始められるなどかなり深

刻な事態になっています。日本とちがって外が時

には零下20.Cになるこの北国で暖房、給湯制限を

されるというのはほんとうに大変な事だと身にし

みて感じています。原子力発電の重要性が再び認

識されてきて研究所の人たちはある一面では喜ば

しいなどと半ば冗談めかしていってますが、実際

中 村向 司

( 同氏は日瑞基金の派遣研究員と「
昨年4月渡瑞され、 1ヶ年間現地にてl
研究に従事される。 I

に来年停止する予定だった重水炉である Agesta

炉をもう一年延長運転することに statepower 

boardがきめたそうで私のSectionの人は又実験

ができると喜んでいます。

ここで「再び」と書きましたのは日本と同じく

ここでも原子力発電に対する反対がかなり強く、

1ヶ月ほど前に研究所の中で原子炉の安全性につ

いての公聴会が聞かれた時にはすべての原子炉に

反対という人達がき〉にきていて、その会が行な

われている室の前にたくさんどラがはられていま

した。原子力研究所の中に原子炉反対のどラをは

らせているのに私は少し驚いたものです。又

Nykりpingの町でも、その反対グループの人と研

究所の人との聞で公開討論会も行なわれたのです

が残念なことに言葉の障壁は厚く私にはどういう

経過になったのかよく分りません。

クリスマスを目前に控えて今町全体は活気づい

ています。大通りにはずっとイルミネーションが

9 



つけられ、どの庖もクリスマスらしい華やかな飾

りつけがされクリスマスの花として有名なポイン

セチアのまつかな鉢が至る所におかれて一層の華

やかさをそえています。アパートの中庭や各家々

の庭には大きなクリスマスツリーがたてられ、夜

ともなると電燈がかがやきそれが雪の中に浮び上

がって子供の頃に本などで見た北欧の幻想的なク

リスマス風景を今まのあたりにみています。どの

家の窓べにも星型やろうそく型の電燈のついた飾

りがかけられているのもみていて楽しいものです。

町の中心広場StoraTorgetには大

きなクリスマスツリーが立っていて

その前をコートに身を固めた人々が

プレゼントの包みをもって忙しげに

行き交っています。サンタクロース

やトムタといわれる小さなかわいい

人形もたくさん売られています。トムタというの

は昔家の中の暗い所に住んでいると考えられてい

たサンタクロースのような恰好をした一種の神の

ようなものだそうです。

つい先頃はノレシア祭がこの原子力研究所でも行

なわれました。朝から皆でろうそくを立て松の枝

をおいた机の前に集まり、ぶとう酒に何か強烈な

スパイスとアーモンドと干しぶどうを加えたアノレ

コーノレを飲み、パンとハート型で上にノレシアと書

いたせんぺいのようなものをたべました。約2時

E 歪霊童置

Brief N otes on Sweden 

経済の上昇一1974年も継続か

スウェーデン経済問題研究所 CSwedishInsti-

tute of Economic Research)が最近刊行した

秋期報告によると、 1974年度のスウェーデンの国

民総生産は今年度の 4%に比べて約5.5%の上昇

を示すであろう。

今年の経済成長は主として輸出の拡大に依るも

のであったが、 1974年の成長は国内市場の需要増

によって引き起こされたものである、と同報告書

は述べている。

明年度の個人消費は、家庭の可処分所得が全体

として 5%ほど上昇する範囲内にあって、今年の

倍、つまり、約4.5%ほどの割合で上昇するもの

と推定されている。

10 

閉しゃべり、うたを少しうたいました。日本の歌

をうたってくれといわれて私も一曲うたいました。

昼にはやはり食堂でクリスマスディナーが無料で

だされ、そのまわりを頭にろうそくをたてて白衣

をきたルシアを先頭に10人余りの女性が小声で、サ

ンタノレチアのうたをうたいながら通っていきます。

ノレシアにはブロンドの髪の女性が選ばれるのだそ

うですが研究所でも伝統を伝えてきちんと行なわ

れるのがとても珍しくほんとにいい経験になりま

した。

ふだんは人にもめったに会わずに

家族でくらしています。隣り同士で

もほとんど顔もみないし話をしない

のに最初は少しおどろき、生活が単

調で退屈なものに感じましたが、だ

んだん慣れてくるとスウェーデン人

というのはおせっかいやきでなしといって冷淡

でなく親切心はちゃんともっているということが

分り、こういう性格がほんとに気持のいいものに

なってきています。日本にいるときのようにわず

らわしい人間関係に悩まされることもなく、適度

な人間関係に固まれてくらすというのは外国生活

ならではの得がたい経験だろうと思います。

敬具

12月20日

中村尚司

工業及び産業界の投資額は、今年の 6%と比較

して 8-5%ほど上昇しよう。他方、住宅及び地方

自治体の投資は不変か又は若干の低下であろう。

同研究所の予測によると、輸出の成長率は 8.5

%と半分に低下し、一方、輸入は11%以上の上昇

となろう。

この報告書は10月中旬に公表された、政府の消

費及び雇用刺激策のもつ効果を充分に考慮に入れ

ている。この効果は 0.5-1%の範囲で 1974年の

総生産に貢献しよう。

1974年度の工業生産高、 8%の上昇か

1973年の上半期に於けるスウェーデンの工業生

産は 7%の上昇を示した。この傾向は下半期も継

続し、 1974年にはこれよりも高い 8%の上昇が見

込まれる。とスウェーデン産業連盟 CFederation

of Swedish Industries)はその秋期報告書での

べている。



この報告書に依れば、明年度にこうした高い成

長が生じるのは、技術工業での拡大計画が加速し

ている事のせいである。これによると、国内市場

の需要が大きく上昇するとともに、輸出も好況を

つづけると推測されている。

この輸出の予測が正しく、長い間期待されてい

た個人消費が上昇するならば、明年の工業投資は

大巾な拡大をするものと、間報告書はのべている。

量的にみると、成長率は今年の 5%に比べて、明

年は約10%に達しよう。

この投資意欲の拡大は、これまでの数年間に企

業利益が大幅に低下をつづけた後に、今年は大幅

に利益が向上したという事実にも照し合わせて考

えるべきであろう。この伸びは主として輸出志向

の企業にかぎられている。さらに明年は、のび率

こそ低下するものの、利益はさらにのびていくで

あろう、と同報告書は述べている。

日本のパルプ工場むけの装置一式

日本最大のパルフ。及び製紙業者で、あるた十条製
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